
J発行最高裁事務総局家庭局4
’家庭局N馴鵬 令和7年4月14日

V01.1 17

| Pickup1期日間隔短鏥化に取り組んでいます。Pickup1期日間隔短躯化に取り組んでいます。

新型コロナウィルス感染症の影響による家事調停事件の審理期間は、大幅な長期化
傾向は改善されつつあるものの、長期化傾向が継続しています。
新型コロナウィルス感染症の影響による家事調停事件の審理期間は、大幅な長期化

傾向は改善されつつあるものの、長期化傾向が継続しています。 民法等の一部を改正する法律が、令和8年5月までに施行されます。

1 親の責務に関するルールの明確化
2 親権に関するルールの見直し

ソ離婚後､父母双方を親権者と定めることができるようになります｡
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Q「期日間隔」とは？

⑳ ｡⑬
審理期間は、期日回数と期日間隔の相関関係に
よることになり．ますが、例えば、直近10年間の
夫婦関係調整調停を見ると、期日回数よりも期日
間隔の伸びの方が大きくなっています。
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⑳ ｡⑬
審理期間は、期日回数と期日間隔の相関関係に
よることになり．ますが、例えば、直近10年間の
夫婦関係調整調停を見ると、期日回数よりも期日
間隔の伸びの方が大きくなっています。 [耐父母双方が親権者でも、｜日常噸為にあたる例 日胃[耐父母双方が親権者でも、｜日常噸為にあたる例 日胃日常の行為にあたらない例
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-食事や服装の決定
-観光目的の短期間の旅行
-心身に重大な影響を与えない医療行為
-習い事
-高校生の放課後のアルバイト

‐単独行使が可能

-子どもの転居

-進路に影響する進学先の決定
-心身に重大な影響を与える医療行為
-財産の管理（預金口座の開設等）

‐共同行使

Q「期日間隔短縮化の取組」って何？Q「期日間隔短縮化の取組」って何？

る中で、る中で、鍵蕊す鍵蕊す
です。です。

[葱邇>親権者である父母の問で､共同行使の必要がある事項について､話合いがまとまらない[葱邇>親権者である父母の問で､共同行使の必要がある事項について､話合いがまとまらない期日間隔の長期化は、当事者間の話合いの機運の維持、向上といった紛争解決
機能の観点から問題であることに加え、利用者側などからも懸念が示されており、
令和8年5月までに予定されている改正家族法の施行を見据えると、期日間隔の
短縮化は喫緊の課題となっています。

各家庭裁判所の取組については協議会などで情報共有しています。
今年度は、取組を実践して明らかになった課題への対応を検討し、－

－ 層取組を深めていく必要があります。

F>:還頑料等は…繕ご覧〈だ書‘、
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時は、家庭裁判所が時は、家庭裁判所が の事項について親権行使者を定めるの事項について親権行使者を定める ことができる。ことができる。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

ヅ離婚時に養育費を取り決めていなくても、－定額の｢法定養育費｣を請求できるよう
になりました（※金額は、今後法務省令で定められる予定です。）。

ゾ臺零写篁惑襄耀灘音節雪壽妻纂醗鎚蕩秤成した文書IE
4安全．安心な親子交流の実現に向けた見直し

疹溌繍灘宴謁醗繍繍鯛協議した。
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’ 家事調停の基本憐報

5 その他（財産分与・養子縁組に関するルールの見直し等）5 その他（財産分与・養子縁組に関するルールの見直し等）
ウェブ調停について秘匿・非開示について

詳しくは､｜
関する情報も順次掲載しますので、

催ご覧ください｡改正家族法に令和7年3月1日から、ウェブ会議による離婚

調停等の成立が可能搬鮭ち髭
秘匿・非開示に関する

事務連絡が霞篝匪鰯庵 …藁 I改正家族法


